
瀬戸市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。  

平成２７年３月２７日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第３号  

瀬戸市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則  

瀬戸市職員の給与の支給等に関する規則（昭和３９年瀬戸市規則第１４

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（単身赴任手当の支給） （単身赴任手当の支給） 

第５条の２ ＜省略＞ 第５条の２ ＜省略＞ 

２から４まで ＜省略＞ ２から４まで ＜省略＞ 

５ 条例第１４条の２第２項の市長が定める額

は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 

５ 条例第１４条の２第２項の市長が定める額

は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 

⑴ １００キロメートル以上３００キロメート

ル未満 ８，０００円 

⑴ １００キロメートル以上３００キロメート

ル未満 ６，０００円 

⑵ ３００キロメートル以上５００キロメート

ル未満 １万６，０００円 

⑵ ３００キロメートル以上５００キロメート

ル未満 １万２，０００円 

⑶ ５００キロメートル以上７００キロメート

ル未満 ２万４，０００円 

⑶ ５００キロメートル以上７００キロメート

ル未満 １万８，０００円 

⑷ ７００キロメートル以上９００キロメート

ル未満 ３万２，０００円 

⑷ ７００キロメートル以上９００キロメート

ル未満 ２万４，０００円 

⑸ ９００キロメートル以上１，１００キロメ

ートル未満 ４万円 

⑸ ９００キロメートル以上１，１００キロメ

ートル未満 ３万円 

⑹ １，１００キロメートル以上１，３００キ

ロメートル未満 ４万６，０００円 

⑹ １，１００キロメートル以上１，３００キ

ロメートル未満 ３万５，０００円 



⑺ １，３００キロメートル以上１，５００キ

ロメートル未満 ５万２，０００円 

⑺ １，３００キロメートル以上１，５００キ

ロメートル未満 ４万円 

⑻ １，５００キロメートル以上２，０００キ

ロメートル未満 ５万８，０００円 

⑻ １，５００キロメートル以上 ４万５，０

００円 

⑼ ２，０００キロメートル以上２，５００キ

ロメートル未満 ６万４，０００円 

 

⑽ ２，５００キロメートル以上 ７万円  

６から１９まで ＜省略＞ ６から１９まで ＜省略＞ 

別表第１（第３条の３関係） 

職 支給額 

消防長及び部長 １０５，０００円 

部長に相当する職のうち市長

が定める職 

９７，０００円 

部次長及び参事（市長が定め

る職を除く。） 

８５，０００円 

課長又はこれに相当する職

（主幹を除く。） 

７５，０００円 

主幹 ６１，０００円 

課長補佐又はこれに相当する

職（専門員及び消防司令を除

く。） 

５１，０００円 

専門員及び消防司令 ４６，０００円 
 

別表第１（第３条の３関係） 

職 支給額 

消防長及び部長 ９２，２００円 

部長に相当する職のうち市長

が定める職 

８２，０００円 

部次長及び参事（市長が定め

る職を除く。） 

７６，８００円 

課長又はこれに相当する職

（主幹を除く。） 

５２，４００円 

主幹 ４７，７００円 

課長補佐又はこれに相当する

職 

 

 

３７，４００円 

 

  

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。  


